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４ 計画期間 

 この計画の期間は、令和５年度から令和１４年度までとします。また、令和１５年度以降

の中長期的に検討が必要な事項も必要に応じて記載することとします。 

 なお、本計画で対象としていない公共施設の跡地利用については、現在、別途検討されて

いることから、その方向性が決まり次第、本計画も必要に応じて見直すこととします。また、

その他、社会情勢の変化等においても、必要に応じて見直すこととします。 

 

５ 対象施設 

 本計画の対象施設は、個別施設計画で対象とした学校施設、公営住宅などを除いた、主要

な公共施設１８施設です。 

 

対策施設一覧 

類型別 施設 

番号 
施設名称 

大分類 中分類 

市民文化系施設 集会施設 

1 総合ｾﾝﾀｰ 

2 三近堂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

3 旧有明公民館 

4 有明ｽｶｲﾊﾟｰｸふれあい郷 

社会教育系施設 
図書館 

5 楽習館 

6 福富ゆうあい館 

博物館等 7 ふれあい干拓館 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 

8 白石社会体育館 

9 福富社会体育館 

10 有明社会体育館 

子育て支援施設 幼保・こども園 
11 福富学童保育所 

12 あかり保育園 

保健・福祉施設 
福祉施設 

13 旧老人福祉ｾﾝﾀｰ 

14 ひだまり館 

保健施設 15 健康ｾﾝﾀｰ 

行政系施設 庁舎等 
16 交流館 

17 庁舎 

産業系施設 商業系施設 18 道の駅しろいし 

合   計 18 － 
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